サンサポート　さらだ
就労継続支援事業（Ｂ型）・生活介護事業
就労継続支援事業（Ｂ型）


●定　　員：１８名
●営業日：月曜日～金曜日
※祝日、8/14～8/15、12/30～1/3を除く。
但し、月曜日の祝日は営業日となります。
●就業時間：午前9:30～午後3:30
●利 用 料：受給者証に記載されている額（上限）
●工　　賃：作業内容および年２回の評価によって
　　　　　　時給が決定されます。
●精勤手当：100円／1日
※ご自身の決めた勤務日にお休み、遅刻早退をせずに勤務できた場合に加算されます。至金沢
至福井
五間堂I.C.
●GS
●福岡小学校
●JA
●根上学習センター
根上総合文化会館　
タント●
至美川
至小松
北陸自動車道
JR寺井駅
★社会福祉法人泰耀
大成中央
国道８号線

●昼　　食：1食570円
（食事提供体制加算該当者は200円）
●入浴料：100円（希望者のみ）
●送　　迎：無料（送迎サービスについては要相談）

[bookmark: _GoBack]
生活介護事業


●定員：６名
●利用日：月曜日～金曜日
※祝日、8/14～8/15、12/30～1/3を除く。
但し、月曜日の祝日は営業日となります。
●利用時間：午前9:30～午後3:30
●利用料：受給者証に記載されている額（上限）
●昼　　食：1食570円
（食事提供体制加算該当者は200円）
●入浴料：50円
●送　　迎：無料（送迎サービスについては要相談）
※創作活動などの材料費は実費を頂きます。

[image: http://www.wfdeclarelg.org/info/wp-content/uploads/2012/03/b7612b71c08547dbd9309a2ec66b0785.jpg]相談支援センター　たいよう
指定特定（計画作成）・一般相談（地域移行）・障がい児相談
●開 所 日：月曜日～金曜日
※祝日、8/14～8/15、12/30～1/3を除く
●受付時間：午前9:00～午後5:00
●利用料：無料
●対象者：・能美市及びその周辺地域で生活する
　　　　　　　障がい者とそのご家族
・障害者手帳を有しない障がいが疑わ
　れる方、難病の方


＜アクセス＞









お問い合わせ

サンサポート　さらだ
TEL（0761）55-6061　FAX（0761）55-6062
相談支援センター　たいよう
TEL（0761）55-6060　FAX（0761）55-6062














－障がいのある方の働く・暮らすを応援します！－
サンサポート　さらだ
相談支援センター　たいよう














社会福祉法人 泰耀




〒929-0113 石川県能美市大成町ヌ160番地2



[image: http://img02.pipa.jp/tegaki/user_img6/13325/1332576994578278.png_S.jpg]
●●作業内容●●
・リネン作業（介護事業所のおしぼり回収及び配達、洗濯等）
・内職作業（ラベル貼り、袋詰め、発送業務等）
・パソコン作業（パンフレット・チラシ作成、名刺作成、
　　　　　　　　データ入力、アンケート集計等）
・キッチン作業（介護事業所のお弁当作り）
さらだの一日

[image: http://quinamon.com/gallery/image/radio.jpg]● 9:30  始業（ラジオ体操）

● 　　   午前の作業開始
送迎
● 12:00 昼食
● 13:00 午後の作業開始
● 1530 終業
送迎



[image: http://img02.pipa.jp/tegaki/user_img6/13325/1332576994578278.png_S.jpg]モットーは
“元気に働く”
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一日の流れ
流れながれ
●●生活介護事業とは●●
常時介護を必要とする障がい者の方に、入浴や排泄、食事等の介護や、創作活動、生産活動等の機会を提供します。
障がい者の方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練等を行うことを目的とします。

送迎

● 9:30　朝の会、バイタルチェック
午前の活動及び入浴
● 12:00 昼食
● 13:00 午後の活動及び入浴
● 15:30 清掃、帰りの会
送迎
● 15:00 ティータイム







相談支援センター たいよう


１
相談受付
困った事があれば
まずご相談下さい。

●●相談支援事業とは●●
面接にて（電話・訪問を含む）ご相談をお受けし、福祉サービス利用や、社会資源を活用するお手伝いをします。
●●相談支援専門員とは●●
相談支援事業所に配属され、本人の想いを大切にし、障がいのある方やそのご家族などの生活全般について相談を受ける専門スタッフです。



２
訪問・面接
相談支援専門員がお話を伺いにまいります。これまでの事や今後のご要望をお聞かせ下さい。
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創作活動
作業活動
創作活動
余暇活動










５
サービス利用計画の作成
ご利用者様、ご家族様のご意向を考慮し、最適な福祉サービス等の組み合わせについてご提案させて頂きます。
また、ご希望に応じてご相談も承ります。
３
ご利用契約
当事業所をご利用される場合、契約書を結びます。



４
他機関のご紹介
就労支援機関、医療機関、行政機関等の情報提供、ご紹介を行います。




サンサポート さらだ



※就業時間は、ご自身の体調にあわせて決めることができます。
　担当の支援員さんと相談して下さい。
※ここで紹介されている作業は一例です。利用者さんにあった作業が選べます。
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●●活動内容●●
●日常生活上の支援：食事、整容、排泄等日常生活に関して
の支援
●作業活動：お菓子作り等
●創作活動：ぬり絵、折り紙、季節の飾り作り等
●課外活動：お買い物、散歩等
●余暇活動：歌、ビデオ鑑賞等








６
モニタリングの実施
ご利用頂いている福祉サービスが適切であるかモニタリングを行います。
必要に応じてサービス利用計画を変更し、調整を行います。





[image: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAsq9jrx-XV8SN5rnMOIpNfzhacV0I17WxMoc0m4nFoylGXEO7hQ]相談支援専門員が一緒に考えます！
いつでもご連絡下さい。
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